
１　施設の概要

２　指定管理者の業務

３　施設の管理体制
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三好市西祖谷山村

施設内容

利用料金等

平成23年度　指定管理者運営状況点検・評価シート

指定管理者名 徳島県酪農業協同組合 指定期間 平成２１年４月１日～平成２４年３月３１日

対象施設名 徳島県腕山放牧場 施設所在地

入牧している牛の飼養管理に関する業務
放牧場の施設、物品等の維持管理に関する業務
放牧場の利用料金に関する業務
その他放牧場の管理に関し知事が必要と認める業務指定管理者の業務内容

開館日・休館日等

昭和３４年

県内酪農家から預けられた乳用育成牛を放牧して強靱な後継牛を育成し、本県酪農の振興を図る。

牧場総面積５５ha、看視舎１棟、畜舎１棟、堆肥舎、飼料庫１棟、公衆便所１棟、展望台１棟

牛一日一頭につき４６０円

放牧期間：平成２３年５月１０日から平成２３年１０月２６日

設置年月日

設置目的

施設所管課 ブランド戦略総局畜産課 【連絡先】 ０８８－６２１－２４１８

計 6
業務全般の管理：１名（正規職員）
業務全般の管理補佐：１名（正規職員）
放牧場の施設、物品の維持管理に関する業務：１名（正規職員）
放牧場の利用料金に関する業務：１名（正規職員）
入牧している牛の飼養管理に関する業務：２名（臨時職員）
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５　収支の状況

６　コスト削減・サービス向上に関する取組状況

７　自主事業の取組状況
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自主事業取組状況

指定管理者は、県内酪農家から預かった乳用育成牛の放牧により、強靱な後継牛に育成するとうい
う本来の事業に専念しており、腕山放牧場における自主事業の取り組みは実施していない。

（単位：千円）

コスト削減の取組

放牧期間中の繁殖管理について、平成２１年度から発情周期の同期化を行い、効率的な繁殖管理
（受精卵移植）に取り組み、平成２０年度まで取り組んできた人工授精時にかかるコスト及び労力
の削減が可能なっている。

サービス向上の取組

放牧期間中の繁殖管理について、平成２１年度から人工授精に加え、受精卵移植を導入し、受胎率
向上に努めている。今年度は、移植に凍結卵を使用した結果、過去２年間と比較して受胎率が低く
なり、１２頭に移植した結果４頭の妊娠（受胎率：３０％）であった。
平成２１年度受胎率：７８．６％
平成２２年度受胎率：７３．３％
平成２３年度受胎率：３０．０％
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８　管理運営業務に係る点検・評価

⑦地域への貢献
　・地元雇用の状況
　・地元企業への業務委託

Ａ

管理人雇用にあたり、地元雇用に努め、適切な放牧場運営
管理が実施されている。

⑤管理運営体制等
　・管理運営業務計画書
　・職員の配置、研修計画
　・諸規程の整備
　・利用料金の徴収、減免
　・モニタリングの実施状況

Ａ

適正な管理計画及び職員配置により、管理運営が行われて
いる。

⑥職員体制
　・職員の労働条件

Ａ

職員の労働条件について事業計画どおり、適正に実施され
ている。

放牧実施にあたり、入牧前の説明会、入牧中の検討会等に
より利用者の意見に対応し、退牧後に放牧期間中のデータ
を基に反省会を開催し、利用促進に努めている。

指定管理者は、県内酪農家から預かった乳用育成牛の放牧
により、強靱な後継牛に育成するという本来の事業に専念
し、腕山放牧場における自主事業の取り組みは実施してい
ない。

③適正な維持管理
　・施設の保守管理・修繕
　・年間作業計画に基づく適正な維持管理
　・県備品等の適正な管理 Ａ

使用施設等の維持管理・保守点検・清掃が定期的に実施さ
れている。

④収支計画
　・収支計画の達成状況
　・コスト削減の状況
　・外部委託の状況 Ａ

22年度の残額を牧場施設の管理及び修繕費等に充当し、コ
スト削減として、入牧前の馴致指導により、入牧後の補助
飼料費の節減や不食過繁草や雑草の除去による適正な草地
管理を図ることにより、草地の生産性を最大限に有効活用
している。

危機管理マニュアル及び緊急時の連絡体制等の整備がさ
れ、適正な管理が実施されている。

⑧地域との連携
　・地元団体等との連携

Ａ

腕山放牧場まで通じる牧道が市道になっているため、市と
連携を図りながら、放牧道の維持管理に努めている。

⑨安全管理
　・安全管理体制、事故防止体制
　・災害等発生時の対応体制
　・マニュアルの整備、職員教育
　・個人情報保護への適正対応

Ａ

②自主事業
　・計画した自主事業の実施

Ｃ

項　　　　　　目 評　価 点　検　結　果

①利用者ニーズの把握・分析と利用促進
　・利用者ニーズの把握
　・利用者ニーズへの対応
　・施設の利用促進 Ａ



〈評価指標〉 Ｓ：協定書の内容や目標を上回る成果があり、優れた管理運営が行われている。
Ａ：概ね協定書の内容どおりの成果があり、適正な管理が行われている。
Ｂ：協定書の内容や目標を下回る項目があり、さらなる工夫や努力が求められる。
Ｃ：管理運営が適正に行われたとは認められず、改善を要する。

※　項目については、事業計画書と整合性をはかる。

９　その他（今後の課題及び対応等）

⑩環境への配慮
　・環境対策の状況

Ａ

牧場周辺の草刈り等の清掃を実施し、景観の保全に努めて
いる。

項　　　　　　目 評　価 点　検　結　果

総合評価 Ａ

自主事業における取り組みが無いが、概ね適正に管理が行
われている。

⑪その他
　・関係法令の遵守状況
　・情報公開請求への対応体制

Ａ

個人情報取扱特記事項を遵守など、適正な管理が行われて
いる。

放牧場の管理運営は、入牧頭数の1日1頭あたり460円の放牧料金のみで賄っており、近年県内酪農家戸数の減少及び乳用育
成牛の北海道預託の増加に伴い、入牧頭数の減少が著しく牧場の管理運営が厳しい状況になってきている。
さらに入牧時及び入牧期間中において、放牧場内に鳥獣害（シカ・イノシシ）の侵入による被害が多く発生しており、中
でも牧柵の破損や草地の掘り起こしによる草地の生育被害が著しく、管理運営を実施する上で施設及び草地の維持管理に
労力を費やしている。
繁殖管理面においては、新たに人工授精に加え受精卵移植の導入し、放牧牛の繁殖成績向上に向けた取り組みを実施する
ことにより、放牧利用している生産者を含め未利用者への放牧推進を図っている。
また、放牧管理運営面においては、昨年度までは緊急雇用創作事業（腕山鳥獣害対策事業）により専属職員を配置するこ
とにより牧場の草地の維持管理に取り組んできたが、事業の廃止に伴い、今後関係機関等の協力による取り組みが必要に
なってくる。


